
　　　　　　　　料金表（通所リハビリ） 令和5年4月改定

介護報酬算定項目の単位数に地域加算（3級地10.83）を乗じた額を掲載（少数点以下切り上げ）

■介護保険給付サービス ■介護保険適用外のサービス

食事代※ 700 円／回

１割 ２割 ３割 おやつ代※ 110 円／回

2053単位/月 2,224 4,447 6,671 日用生活品費(入浴なし） 110 円／回

3999単位/月 4,331 8,662 12,993 日用生活品費(入浴あり）※ 290 円／回

710単位 769 1,538 2,307 教養娯楽費※ 130 円／回

844単位 915 1,829 2,743 喫茶代 60 円／回

974単位 1,055 2,110 3,165 喫茶代（ひだまりカフェ） 50 円／回

1129単位 1,223 2,446 3,669

1281単位 1,388 2,775 4,162 ＊日用生活品費は㈱アメニティからの御請求となります。

■加算料金 １割 ２割 ３割

44 87 130 円／回

643 1,285 1,927 円／月

296 592 887 円／月

935 1,870 2,804 円／月

589 1,177 1,765 円／月

26～191 52～382 78～572 円／月

7～24 13～48 20～72 円／回

26 52 78 円／回

120 239 358 円／回

260 520 780 円／回

2,080 4,159 6,239 円／月

22 44 65 円／回

1,354 2,708 4,062 円／月

217 434 650 円／回

163 325 488 介護/回
予防/月

109 217 325 円／日

13 26 39 円／日

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

7,456 15,419 2,407 2,553 2,693 2,861 3,026

9,991 20,998 3,582 3,873 4,154 4,490 4,819

12,767 24,081 4,756 5,192 5,471 6,118 6,611

＊上記基本料金は、基本的費用（※）を算出したもので、利用者様の身体状況等により料金が変動します。

一回あたり

退院日及び認定日から起算して3か月の間に個別リハビリテーションを集中的
に行った場合。

認知症であり、かつリハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれると医師が判
断した者に対し療法士が集中的なリハビリを個別に行った場合。（週2回以上利用）

認知症であり、かつリハビリテーションにより生活機能の改善が見込まれると医師が判
断した者に対し療法士は集中的なリハビリを個別に行った場合。（週1回程度利用）

利用者総数の内、要介護3以上の利用者の占める割合が30％以上である事と、専ら通所
リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上確保している事。

所定の研修を修了した療法士の配置があり、生活行為の内容の充実を図るため計画書に
基づいたリハビリテーションを提供した場合。

管理栄養士を1名以上配置し、利用者の栄養状態を把握し摂食・嚥下機能及び食形態に
も配慮した栄養計画書を作成し、定期的に評価する事。

総単位数×加算率2.0％×地域単価10.83×負担割合 ｷｬﾘｱ(経験･技能)のある介護職員に対する更なる処遇改善加算

総単位数×加算率3.4％×地域単価10.83×負担割合

言語聴覚士を配置し、利用者の口腔機能を把握し、多職種が共同して利用者ご
との口腔機能改善管理指導計画を作成し、定期的に評価する事。

要介護３～５であり、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、計
画的な医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合。

介護職員の処遇改善のために加算

通所リハビリの提供が終了した者の内、所定のサービスへの移行又は社会参加
に資する取り組みを実施した者が一定の割合以上となった場合。

総単位数×加算率1.0％×地域単価10.83×負担割合 介護職員のベースアップのために加算

常時配置されている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の合計数が所定の人
数を満たしている事。

要支援１（基本サービス費）※

要支援２（基本サービス費）※

算定条件

入浴加算Ⅰ　※

リハビリマネジメント加算（A21）　

リハビリマネジメント加算（A22）※

入浴介助を行った場合。

事業所の医師が指示し、療法士にてリハビリテーションの目的や留意事項等の
計画書を策定の上、定期的なリハビリテーション会議の開催により その内容
を利用者に伝達し、かつ厚生労働省にその内容を提出している事。(同意月よ
り6月以内）

事業所の医師が指示し、療法士にてリハビリテーションの目的や留意事項等の
計画書を策定の上、定期的なリハビリテーション会議の開催により その内容
を利用者に伝達し、かつ厚生労働省にその内容を提出している事。(同意月よ
り6月超）

上記加算（A21）要件に加えて所定の期間、定期的にリハビリテーション会議
を開催し、医師が計画書を利用者及び家族へ説明し同意を得ている事。かつ厚
生労働省にその内容を提出している事。（同意月より６月以内）

上記加算（A21）要件に加えて所定の期間、定期的にリハビリテーション会議
を開催し、医師が計画書を利用者及び家族へ説明し同意を得ている事。かつ厚
生労働省にその内容を提出している事。（同意月より6月超）

介護職員の総数の内介護福祉士の割合及び通所リハビリを直接提供する職員の
総数の内、勤続年数が所定の期間以上である事。

要介護１（基本サービス費）※

要介護２（基本サービス費）※

1割負担

2割負担

3割負担

中重度者ケア体制加算（予防を除く）※

生活行為向上リハビリテーション実施加算（6ヶ月以内）

栄養改善加算

移行参加支援加算

おおよその
利用料目安

一月あたり

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算

重度療養管理加算

介護職員等ベースアップ支援加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）～（Ⅱ）予防 介護職員の総数の内介護福祉士の割合及び通所リハビリを直接提供する職員の
総数の内、勤続年数が所定の期間以上である事。

単位数
自己負担額（円）

介護職員処遇改善加算Ⅱ

要介護５（基本サービス費）※

リハビリマネジメント加算（B21）

リハビリマネジメント加算（B22）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）～（Ⅱ）

要介護３（基本サービス費）※

要介護４（基本サービス費）※

短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）

介護報酬基本サービス
（６時間以上７時間未満）

リハビリテーション提供体制加算（4）※


